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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年6月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新型インフルエンザ対策推進本部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照会先＝メディア班

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電　　　　話）　03（3503）6040

　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線（8778、8779、8780）

　報道関係者各位

　　「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運角指針」

　　　　　　　　　　　　　　　の改定について

本日、厚生労働大臣が定める「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要講

等に関する運用指針」を改定しましたので、別紙のとおり公表します。
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医療の確保、検疫、学校・保育施設

等の臨時休業の要請等に関する運
用指針（改定版）

平成21年6月19日厚生労働省

［諸外国の患者発生状況］

O感染者数は増加、特に南半球において増加が著し

　い．

06月12日（日本時聞）、WHOは、WHOフェーズ分’
　類を6とし、世界的なまん延状況にあると宜君。

OWHOは加盟国に対し、①引き続きの警戒と、②社
　会的経済的混乱を招かないよう柔軟な対応を求め

　ている．

［我が国の患者発生の見通し］

　　　　　　　　　で　たい

幽」ヨ蜘つ：全一な灘
加を見戯一
Ω＿麹鎧観る孟一　　　　　　　　　に・r　　　　　《’畝

1

［基本的考え方］一秋冬に向けて国内での

　患者数の大桓な増加が起こりうるという観点に

　立ちつつ、以下の方向を目指す

①患者数の急激で大規模な増加を
できるだけ抑制・緩和し、社会活勧の

停滞や医療供給への影響を低滅
■
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②医療機関の負担を可能な限り減らし、
重症患者に対する適切な医療を提供

③患者の把握については、個々の発

籍襲脇a蕪冷罵の端

④現時点を準備期間と位置付け、秋
冬の社会的混乱が最小限となるよう
体制整備
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i京童を最優先とする医療提供体制の整備　　　　　　　　　i
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ー②院一徹底等による基礎疾患を有する者等の感　i
L．董堕嬢勲爵蔓．．．一．＿一＿＿一＿，＿＿＿＿．．＿＿1

i③感染拡大及びウイルスの性状変化を早期に探知する量＝　i

｛塑　　　　　　　　　　　　’　　　　　　i
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④感染の急速な拡大と大規模かつ一斉の流行を抑制・緩和　i

｛するための公継　　．　　　　　　　　　　　　i

2　※従来の運用指針のような地域のグループ分けを廃止

2．地域における対応について
（1）発生患者と濃厚接触者への対応

Ω＿量養

→入院措置ではなく、外出を自粛し、自宅で療養

→・ ♀冾ｩら抗インフルエンザウイルス薬の投与

　　　・重症化するおそれがある者については優先的に

　　　PCR検査を実施し、入院治療を考慮

0当底　の　・で　　の患　が　豊　れた日△
→必要に応じ積極的疫学調査

0　　　己　　・　　メ・　　■　　． 患’し

→・ Eイルス暴露の場合は予防投与
　　・感染の可能性が高くなければ職務継続可能

3
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基礎疾患を有する者等巾が感染した場合には重症化する可能性が
高まるため、院内感染対策を徹底してこれらの者を守ることを周知。

現行の体制 今後の体制

外
来
部
門

入
院
部
門

【少数地域コ渡航歴・接触歴がある者 ・必嬰に応じて兜熱相談センターは愚者に医療機関を紹介

でインフルエンザ様症状が見られる場 ・原則として全ての一般医療機閾において外来診療を行う

合には、発熱相談センターに電話で相

戟A必要に応じて発熱外来を受診
・院内感染対策を徹底し、基礎疾患を有する者等の感崇を防止

E翻心で療養する患者に対し必要な情報提供等を行う

【増加地域】対応可能な一般の医療機
・医療機関以外に設置する発黙外来の必要性は、都道府県等が地

関においても、患者を診療
域の特性により検酎

【少数地域】原則として入院摺置を実
　　　　　　　　　　　■1E原則として入院措置は賓施しない

施する〔感染症指定医療機関等） ・感染症指定医療機関以外においても入院を受入れ

【増加地域】一般病院においても璽症 ・院内感染防止に配慮した病床の利用に努力

者のための病床を確保 ・診療を行わない医療機閲を橦討（透析病院、産科病院等）

＊甚礎疾患を有する者等妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・代謝性疾患（粧尿病等）・腎楼能障

　　　　　害・免疫機能不全（ステロイド全身投与等）等を有しており、治療経過や管理の状況等を勘案して医師

　　　　　により貢症化のリスクが窩いと判断される　　。

（2）医療体制

発熱患者の受診の流れ（基礎疾患を有する者等でない場合）

急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状がある

はい かかりつけの医師がいる いいえ

かかりつけの医師 はい

原則

診療

受診する医療機関が分かる

紹介

いいえ

発黙外来機能申を有する

一投　・

発熱相談センター

入院の必要性の判断
例外

紹介

　　　退院
入院

＊発黙外来機能　発熱患者とその他の患者について受診待ちの区域を分ける、診

　　　　　療時間を分けるなど、院内窓染対策を強化した外来機能のこと．
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発熱患著の受診の流れ（基礎疾患を有する者奪の場合）

急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状がある

原則

かかり？けの医師　　必要に応じて紹介

　　　　　　　　　　　　を　する
診療　　　　　一般医療機関

　　　　　　　　　診療
入院の必琴；性の判断

6

例外

入院

（3）学校・保育施設等

患者発生

OI当六・　　　昔

　→都道府県等は必要に応じ、臨盤を要請。

　※感築拡大防止のため特に必要があれば、広域での臨時

　休業の要請が可能。

　→都道府県等は感染拡大の速度を遅らせるた

　　めの運営方塑を要請。
7
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3、サーベイランスの着実な実施

8／18
書

～目的を明確化し、的確な対応へとつなげるサーベイランスの実施
「一畳的

国内外に新型インフルエンザの患者が多数確認されている現況を踏まえ、

迦△ことを前提としつつ、以下の2点を可能な限り早期に察知。

①　　　感　の　　　1な こ噛1

の一　の　　r’軒

○個人単位での感染を早期に
探知し、全数を把握（疫学惰報

を加味）

より現実的で効果的

な方式への転換

90集団での感染を早期に探知し、感

染状況を的確に把握

○学校等の休業状況の把握 O学校等の休業状況の迅速な把握

2　　’ ルスの1噛「… 朧

○全数を把握し、個々の患者の

治療経過を把握

3 生　口　・　た

O入院患者（重症者）の数を把握

O新型インフルエンザウイルスの変

異の　析㈱。。の掴原慨腿鰻脚

○インフルエンザ患者数（新型および季節性）の　握

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

（的5000の竃点優療機関）

集団発生を把握するためのサーベイランスの着実な実施

複数魍から、同一の集団における一

二二二二二。

珍上のンフルエン’墨

並を把握し、一散憎し、PCR検査等により新型インフルエンザの墓団発生を

連絡・必要な対応の徹底

［＝＝璽＝＝コ［＝＝亟＝＝コ
施股長

社会福祉施設等

　　　　同一集団内で
　　　　複数兜生ずる
　　　　インラルエンザ

　　　　慮魯塑糞

「一一一
1

二股長

　　　　一定敷以よの
　　　　インフルエンザ

　　　　愚観生

保健所 ＿＿＝＝コ

鴇懸者の一部の者に筑。墨皇霊塁朧積極的艦及び燃

厚生労働省 一制
u

　　　1

一軸一　．噌一僻一
9
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項目 現行 変更後

．　　玉　一．　　・ブース　1・ロ・’

呼びかけ・健康カー

h

・まん延国からの航空機について

ﾍ、機内で有留守に申し出るよう1淫

k・　　玉　一　　カー“

雌　　　　　　　　　’　　　　　　　一亀　　　、　、覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

（健

　全入国者に対し、誉で　　よ鴨　曇　一　　カード　　　（発

’康管理、発症時の発熱相談セン

^ーへの連絡を周知徹底）

症した場合には一般の医療機関を受診す

驍謔､周知徹底）

査墨斑は、原則、PCR
・’ v速診断キットで陽性等の場盒

ﾉP　R

■ずエマスク藩用等を行った上で1塵費’

@　　　　　　e
E冨一　　　　　　　・　　のPCR検査 の　　　　　　　　　　の目ム、

・結果判明まで有心者は匿療機三
PCR検査を実施し、日　の日ム　　　へ覧

し　　・　　の呂訟　’

・　　　　　　　・　べ　　　　　　こ
・上記有症者以外の石一　　の　につい濃厚接触

ﾒの健康
ﾄ視

曜態　自囲　　　　　　ブースに

艶　　　　　　　　　　　　　10
：⊆、当該自治体に盤騰供

5．更なる変化に備えて

○秋冬に向けて、患者数が大きく増加した場合の準備ととも
　に、対応の更なる検討が必要。

具体的には…
Ω＿一2盤→重症者に限定した入院医療の提供など

Ω＿圭ヒ＝塑　　　　　　　・
　→・感染拡大の早期探知の取組を停止

　　・定点医療機関における発生動向の把握等に特恵
　　・病原体サーベイランスにより病原性・薬剤耐性変化を把握

○ウイルスの性状変化により病原性の増大や薬剤耐性の獲得
　が生じた場合

太運用指針の見直しを検討



09－06－1911D：33AMl厚生労働省　医政局　看護課 ；03359igO73 ＃10／18

平成21年6月19’日
厚　生　労　働　省

医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関

する運用指針（改定版）

1．基本的考え方

　平成21年5．月22日付け厚生労働省「医療の確保、検疫、学校・保
育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」について、諸外国の患

者発生状況、これまでの我方1国の患者発生状況等にかんがみ、以下のよ

うに改定する。

（諸外国の患者発生状況）

　今回の新型インフルエンザ（A／HlN1。以下同じ。）については、
現在においても感染者数は増加しており、特にこれから冬を迎える南半

球において増加が著しい。平成21年β月12日（日本時間）、世界保健
機関（WHO）は感染状況について異なる複数の地域（大陸）の国にお’

いて地域（コミュニティ）での持続的な感染が認められるとして、20

09年改訂ガイドラインに基づくWHOフェーズ分類を6とし、世界的
なまん延状況にあると宣言した。そQ上で、WHOは加盟国に対し、引
き続き警戒を求めるとともに、社会経済的混乱を招かないよう各国の状
況に応じて柔軟に対応することを求めている。

（我が国の患者発生状況と今後の見通し）

　我が国における感染の状況については、一部地域において、海外渡航

歴のある者が端緒となる散発事例と学校における集団発生事例、さらに

これ以外にも散発事例がいくつかの都道府県で見られている。これらの

事例について感染拡大防止のための調査や健康観察などを行っている。

　しかし、外国との交通が制限ざれていないことや南半球をはじめとす

る諸外国での感染状況の推移を見ると、海外からの感染者の流入を止め

ることはできず、今後とも、我が国においても、患者発生が続くと考え

られる。さらに、一部に原因溺特定できない散発事例が発生しているこ

とを見ると、秋冬に向けて、いつ全国的かつ大規模な患者の増加を見て
もおかしくない状況であると考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　1
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　今回の新型インフルエンザの特性として、基礎疾患を有する者等は重

症化の可能性が高いとの報告がある。今後、患者数の増加に伴い、基礎

疾患のある者で重症患者が増加する可能性があり、これに対応しなけれ

ばならない。

（基本的考え方）

　新型インフル土ンザについては、現在の感染状況を見ると、感染拡大

防止措置による患者の発生をゼロにするための封じ込め対応は、既に現

時点では困難な状況である。

　したがって、秋冬に向けて国内での患者数の大幅な増加が起こりうる

・という観点に立ちつつ、患者数の急激で大規模な増勿をできるだけ抑

制・緩和することにより社会活動の停滞や医療供給への影響を低減させ

る。また、ほζんどの者は軽症のまま回復しているが、一部の基礎疾患

を有する者等は重症化することが分かっている。したがって、軽症の人

が自宅療養を行うこと等により、患者数の増加に伴い増えると考えられ

る医療機関の負担を可能な限り減らし、重症患者に対する適切な医療を

提供することを月指すことが必要である。

　また、患者の把握についても、個々の発生例ではなく、患者数の大幅

な増加の端緒となる：事例や全国的な傾向を的確かつ速やかに探知し、対

策につなげていくことが必要である。

　さらに、患者数の急激で大規模な増加を見てから、対策の変更を講じ

ることは、現揚の混乱を引き起こしかねない。現時点を、感染拡大防止

措置により患者の増加を抑制しつつ、秋冬の事態に対応するための準備

の期間と位置付け、仮に患者が急増した場合でも、社会的な混乱が最小
限となるよう体制を整えていくことが必要である。

　このような観点から、以下の考え方に基づき、2以下に述べる対策を
速やかに講じるものとする。

①　重症患者数の増加に対応できる病床の確保と重症患者の救命を最

　優先とする医療提供体制の整備

②　院内感染対策の徹底等による基礎疾患を有する者等の感染防止対

　策の強化

2
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③　感染拡大及びウイルスの性状の変化を可能な限り早期に探知する

　サーベイランスの着実な実施

④感染の急速な拡大と大規模かっ一斉の流行を抑制・緩和するため

　の公衆衛生対策の効果的な実施

　なお、これまでは感染者・患者の発生した地域を大きく「感染の初期、

患者発生が少数であ臥感染拡大防止に努めるべき地域」と「急速な患

者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域」の2つのグ

ループに分けて指針の運用を行ってきたが、このグループ分けを廃止す
る。

2。地域における対応について

（1）発生患者と濃厚接触者への対応

①　患者

　原則として患者・（患者と疑われる者を含む。）については、医師の指示

等に従い、入院措置ではなく、新たな感染者をできるだけ増やさないよ

う、外出を自粛し、自宅において療養する。なお、感染拡大のおそれが

ある場合などについては必要に応じて入院させることも可能とする。

　基礎疾患を有する者等＊に対しては、早期から抗インフルエンザウイル．

ス薬の投与を行う。そのうち、重症化するおそれがある者については優

先的にPCR検査を実施し、必要に応じ入院治療を行う。なお、医師の
判断に資するため、厚生労働省において、医療従事者に対して、随時、

最新の科学的知見等を憎報提供することとする。

②濃厚接触者

　患者の濃厚接触者に対しては、都道府県等は、外出自粛など感染拡大

防止行動の重要性をよく説明し協力を求めるとともに、一定期間に発熱

等の症状が出現した場合、保健所への連絡を要請する。学校等の集団に
属する者であって、複数の患者が確認された揚言は、必要に応じ積極的

疫学調査を実施し、濃厚接触者を特定する。
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　基礎疾患を有する者等で感染を強く疑われる場合については、抗イン

フルエンザウイルス薬の予防投与を医師の判断により行う。さらに、医

療従事者や初動対処要員等のうち基礎疾患を有する者については、それ

らの者がウイルスに暴露した血合には、抗インフルエンザウイルス薬の

予防投与を行う。その上で、感染した可能性が高くない場合には、職務

の継続を可能とする。

＊　基礎疾患を有する者等：新型インフルエンザに罹患することで重症

化するリスクが高いと考えられている者をいう。通常のインフルエン

ザでの経験に加え、今回の新型インフルエンザについての海外の知見

　により、以下の者が該当すると考えられる。

　妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・代謝性疾患（糖
尿病等）・腎機能瞳害・免疫機能不全（ステロイド全身投与等）等を

有しており治療経過や管理の状況等を勘案して医師により重症化へ

のリスクが高いと判断される者等。

（2）医療体制

　発熱相談センターは、受診する医療機関が分からない人への適切な医

療機関の紹介、自宅療養している患者への相談対応等、’電話による比島

提供を行う。具体的な発熱相談センターの運用については、地域住民が

どのような情報を必要としているか等に応じて都道府高等において決定
する。

　外来部門においては、今後の患者数の増加に対応するために、現在、

発熱外来を行っている医療機関のみならず、原則として全ての一般医療

機関においても患者の診療を行う。その際、発熱患者とその他の患者に
ついて医療圏関内の受診待ちの区域を分ける、診療時間を分けるなど発

熱外来機能を持たせるよう最大の注意を払う。特に、基礎疾患を有する

者等へ感染が及ばないよう十分な感染防止措置を講ずる。また、公共施

設、屋外テント等の医療機関以外のところに外来を設置する必要性は、

都道府県等が地域の特性に応じて検討する。

　入院については、原則として実施せず自宅療養とするが、重症患者に

ついては、感染症指定医療機関以外の一般入院医療機関においても入院

を受け入れる。その血合も、医療機関は院内感染防止に配慮した病床の

利用に努める。都道府県は、地域の実情に応じて病床を確保する。

4
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　都道府県は、特に新型インフルエンザに感染した際のリスクが高いと

考えられる者を守るため、都道府県の判断により発熱患者の診療を原則’

行わない医療機関（例えば透析病院、がん専門病院、産科病院等）を定

めることができる。

（3）学校・保育施設等

　学校・保育施設等で患者が発生した場合、当該学校・保育施設等の児

童・生徒等を感染から守るために、都道府県等は、当該学校・保育施設

等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請する。

　なお、感染拡大防止のため特に必要であると判断した揚合、都道府県

等は、患者が発生していない学校，・保育施設等を含めた広域での臨時休

業の要請を行うことは可能である6

大学に対しては、都道府県等は、必要に応じ、休業も含め、でき．る限

り感染拡大の速度を遅らせるための運営方法の工夫を要請する。

3．サーベイランスの着実な実施

（1）感染拡大の早期探知

新型インフルエンザの集団における患者発生を可能な限り早期に探知

し、感染の急速な拡大や大規模な流行への発展の回避を図る。

　このため、保健所は、全ての患者（疑い患者を含む）を把握するので

はなく、放置すれば大規模な流行を生じる可能性のある学校等の集団に
属する者について、重点的に把握を行う。・また、同一集団内で続発する

患者についても把握を行う。この変更に当たっては、円滑な移行期間を

経て、速やかに実施する。

　地方衛生研究所は、これらの疑い患者の一部からの検体に対し、確認

検査を実施し、新型インフルエンザと確定した場合には、医師は、保健

所への届出を行う。

　あわせて、保健所においては、従来から学校等におけるインフルエン

ザの集団発生につながる出席停止や臨時休業の状況を把握しているが、

今後は、より迅速に把握する。

5
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　都道府県等では、これらの結果等を国へ報告するとともに、患者への

対応、濃厚接触者への対応等を含め、必要な感染拡大防止対策を実施す
る。

（2）重症化及びウイルスの性状変化の監視

　入院した重症患者の数を把握するとともに、予め定められた病原体定

点医療機関からインフルエンザ患者の検体提出を受け、地方衛生研究所

及び国立感染症研究所において、病原性や薬剤耐性など、ウイルスの性

状変化に対する監視を実施する。

　その結果、性状の変化が見られた場合には、その結果を公衆衛生面、
医療面等における対応べ的確に反映させる。

（3）インフルエンザ全体の発生動向の的確な把握

　予め定められた定点医療機関・におけるインフルエンザ患者の発生状況

の保健所への報告に基づき、インフルエンザ全体の発生動向を的確に把

握し、医療関係者や国民へ情報提供する。

4．検疫

　現状では既に世界的なまん延状況にあるとの認識の下、今後の検疫の

方針を入国者全員への十分な注意喚起と国内対策の変更に応じた運用へ
転換する。

　全入国者に対して、検疫ブLスの前で呼びかけを行う’とともに、新型

インフルエンザに関する注意を記載した健康カードを配布し、個人とし

ての感染予防に留意するよう周知するとともに、発症した揚合には医療

機関を受診するようさらに周知徹底する。

　有症者の把握については、事前通報があった揚合の状況に応じて、機

内検疫を継続実施するほか、機内アナウンスの強化等による自己申告へ

の協力依頼を継続する。

　検疫で判明した有症者（同一旅程の集団から複数の有症者が認められ

た場合を除く）については、原則、新型インフルエンザのPCR検査を

6
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行わず、症状に応じたマスク着用や可能な限り公共交通機関を使わない

などにより帰宅，（自宅療養）させる。

　同一旅程の集団から複数の有症者が認められた揚合には、検疫所にお

いて確認のため新型インフルエンザのPCR検査を実施し、陽性の場合
には本人に連絡し医療機関受診を勧める。この揚合、当該同一旅程の他

の者については、住所地等を確認の上、都道府県等に対して、情報提供

を行う。都道府県等は、この者に対し、外出自粛など感染拡大防止行動，

の重要性をよく説明し協力を求めるとともに、一定期間に発熱等の症状

が出現した場合、保健所への連絡を要請する。

5．更なる変化に備えて

秋冬に向けて起こりうる国内の患者数の大幅な増加に対応する準備と

ともに、実際に、患者数が大きく増加したときの適切かつ迅速な対応を

さらに検討していくことが必要である。

　特に入院医療について、患者が適切な医療を受けられない事態を回避

するため、より：重症者に限定した入院医療の提供など具体的な対策を検

討し明らかにしていく必要がある。

　サーベイランスについては、感染拡大の早期探知の取組を停止レ、定

点医療機関における発生動向の把握等に特化するとともに、病原性や薬
剤耐性などの変化を見るため病原体サーベイランスを継続するな’ど、状

況に応じた対応を行う。

　また、ウイルスの性状に変化が見られ、病原性の増大や薬剤耐性の獲

得が生じた場合は、本運用指針の見直しを検討する。
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　　09−06−19110：33AM：厚生労働省　医致局看護課　　　　；0335919073　　　　　　　　　＃　　3／　i8P「ess　Re置ease　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年6月19日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新型インフルエンザ対策推進本部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照会先＝メディア班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電　　　　話）　03（3503）6040　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線（8778、8779、8780）　報道関係者各位　　「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運角指針」　　　　　　　　　　　　　　　の改定について本日、厚生労働大臣が定める「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要講等に関する運用指針」を改定しましたので、別紙のとおり公表します。，。讃。置2t6．19臨看　灌09−06一｝9」0：33AMl厚生労働省　医融局　看護諜；03359｝9θ73ギ　4月8　尾医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（改定版）平成21年6月19日厚生労働省［諸外国の患者発生状況］O感染者数は増加、特に南半球において増加が著し　い．06月12日（日本時聞）、WHOは、WHOフェーズ分’　類を6とし、世界的なまん延状況にあると宜君。OWHOは加盟国に対し、�@引き続きの警戒と、�A社　会的経済的混乱を招かないよう柔軟な対応を求め　ている．［我が国の患者発生の見通し］　　　　　　　　　で　たい幽」ヨ蜘つ：全一な灘加を見戯一Ω＿麹鎧観る孟一　　　　　　　　　に・r　　　　　《’畝1［基本的考え方］一秋冬に向けて国内での　患者数の大桓な増加が起こりうるという観点に　立ちつつ、以下の方向を目指す�@患者数の急激で大規模な増加をできるだけ抑制・緩和し、社会活勧の停滞や医療供給への影響を低滅■’！、、o　　感染数のピー　　　i押斜．　　　　8T翻⇒　　　’　　’＼、　、、、@、噛、周鴨」�A医療機関の負担を可能な限り減らし、重症患者に対する適切な医療を提供�B患者の把握については、個々の発籍襲脇a蕪冷罵の端�C現時点を準備期間と位置付け、秋冬の社会的混乱が最小限となるよう体制整備09−06−19；10：33AM；厚生労働省　医政局　看護課10335919073＃　5／↑8く＝＝＝＝』一一i6一董麗著薮鵬悪闘簾ぎ葛纏二四曽∵一1i京童を最優先とする医療提供体制の整備　　　　　　　　　iゼ　ロ　ロに　　　　のののコののロリ　　　　　　にロ　にコリリアロロリワ　コロ　ゆ　　ロリゆのロロロのコぬのコのりのコ　のじ　ぬ　の　　コロー�A院一徹底等による基礎疾患を有する者等の感　iL．董堕嬢勲爵蔓．．．一．＿一＿＿一＿，＿＿＿＿．．＿＿1i�B感染拡大及びウイルスの性状変化を早期に探知する量＝　i｛塑　　　　　　　　　　　　’　　　　　　i・繭『一噛＿剛剛一，一．隣．一，一．晶q．嫡．口．一．一．■．一．r．晒．隔．一．一．軸＿一．幽．剛胃＿『一．一噸一噸一．一．引一辱■．一．一．一噸■．■．＿．■．口．一．■．一。冒ジロ　ロサ　ロ　コの　ロのり　の　コロにリロリ　に　リロにににロ　ロの　ロコ　　コ　ロ　ロ　コ　ゆのロロロ　　ロ　　ロ　　　ロコ　　　ロ　　　　�C感染の急速な拡大と大規模かつ一斉の流行を抑制・緩和　i｛するための公継　　．　　　　　　　　　　　　i2　※従来の運用指針のような地域のグループ分けを廃止2．地域における対応について（1）発生患者と濃厚接触者への対応Ω＿量養→入院措置ではなく、外出を自粛し、自宅で療養→・♀�から抗インフルエンザウイルス薬の投与　　　・重症化するおそれがある者については優先的に　　　PCR検査を実施し、入院治療を考慮0当底　の　・で　　の患　が　豊　れた日△→必要に応じ積極的疫学調査0　　　己　　・　　メ・　　■　　．患’し→・Eイルス暴露の場合は予防投与　　・感染の可能性が高くなければ職務継続可能3　09−06−19：10：33AM：厚生労働書　医政局看護課（2）医療体制：0335919073＃　6／18基礎疾患を有する者等巾が感染した場合には重症化する可能性が高まるため、院内感染対策を徹底してこれらの者を守ることを周知。現行の体制今後の体制外来部門入院部門【少数地域コ渡航歴・接触歴がある者・必嬰に応じて兜熱相談センターは愚者に医療機関を紹介でインフルエンザ様症状が見られる場・原則として全ての一般医療機閾において外来診療を行う合には、発熱相談センターに電話で相戟A必要に応じて発熱外来を受診・院内感染対策を徹底し、基礎疾患を有する者等の感崇を防止E翻心で療養する患者に対し必要な情報提供等を行う【増加地域】対応可能な一般の医療機・医療機関以外に設置する発黙外来の必要性は、都道府県等が地関においても、患者を診療域の特性により検酎【少数地域】原則として入院摺置を実　　　　　　　　　　　■1E原則として入院措置は賓施しない施する〔感染症指定医療機関等）・感染症指定医療機関以外においても入院を受入れ【増加地域】一般病院においても璽症・院内感染防止に配慮した病床の利用に努力者のための病床を確保・診療を行わない医療機閲を橦討（透析病院、産科病院等）＊甚礎疾患を有する者等妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・代謝性疾患（粧尿病等）・腎楼能障　　　　　害・免疫機能不全（ステロイド全身投与等）等を有しており、治療経過や管理の状況等を勘案して医師　　　　　により貢症化のリスクが窩いと判断される　　。（2）医療体制発熱患者の受診の流れ（基礎疾患を有する者等でない場合）急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状があるはいかかりつけの医師がいるいいえかかりつけの医師はい原則診療受診する医療機関が分かる紹介いいえ発黙外来機能申を有する一投　・発熱相談センター入院の必要性の判断例外紹介　　　退院入院＊発黙外来機能　発熱患者とその他の患者について受診待ちの区域を分ける、診　　　　　療時間を分けるなど、院内窓染対策を強化した外来機能のこと．　島9706一1911G：33汽Ml厚生労働省　医破局　看護課，　（2）医療体制；0335919073＃　7月巳発熱患著の受診の流れ（基礎疾患を有する者奪の場合）急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状がある原則かかり？けの医師　　必要に応じて紹介　　　　　　　　　　　　を　する診療　　　　　一般医療機関　　　　　　　　　診療入院の必琴；性の判断6例外入院（3）学校・保育施設等患者発生OI当六・　　　昔　→都道府県等は必要に応じ、臨盤を要請。　※感築拡大防止のため特に必要があれば、広域での臨時　休業の要請が可能。　→都道府県等は感染拡大の速度を遅らせるた　　めの運営方塑を要請。709−e6−19」0133AM；厚生労働省　医政局　看護課；0335919073＃3、サーベイランスの着実な実施8／18書〜目的を明確化し、的確な対応へとつなげるサーベイランスの実施「一畳的国内外に新型インフルエンザの患者が多数確認されている現況を踏まえ、迦△ことを前提としつつ、以下の2点を可能な限り早期に察知。�@　　　感　の　　　1なこ噛1の一　の　　r’軒○個人単位での感染を早期に探知し、全数を把握（疫学惰報を加味）より現実的で効果的な方式への転換90集団での感染を早期に探知し、感染状況を的確に把握○学校等の休業状況の把握O学校等の休業状況の迅速な把握2　　’ルスの1噛「…朧○全数を把握し、個々の患者の治療経過を把握3生　口　・　たO入院患者（重症者）の数を把握O新型インフルエンザウイルスの変異の　析�梶B。の掴原慨腿鰻脚○インフルエンザ患者数（新型および季節性）の　握　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8（的5000の竃点優療機関）集団発生を把握するためのサーベイランスの着実な実施複数魍から、同一の集団における一二二二二二。珍上のンフルエン’墨並を把握し、一散憎し、PCR検査等により新型インフルエンザの墓団発生を連絡・必要な対応の徹底［＝＝璽＝＝コ［＝＝亟＝＝コ施股長社会福祉施設等　　　　同一集団内で　　　　複数兜生ずる　　　　インラルエンザ　　　　慮魯塑糞「一一一1二股長　　　　一定敷以よの　　　　インフルエンザ　　　　愚観生保健所＿＿＝＝コ鴇懸者の一部の者に筑。墨皇霊塁朧積極的艦及び燃厚生労働省一制u　　　1一軸一　．噌一僻一909−06−19JO：33AM：厚生労働省　医戯局　看護課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；03359igO73＃　9／18項目現行変更後．　　玉　一．　　・ブース　1・ロ・’呼びかけ・健康カーh・まん延国からの航空機についてﾍ、機内で有留守に申し出るよう1淫k・　　玉　一　　カー“雌　　　　　　　　　’　　　　　　　一亀　　　、　、覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝（健　全入国者に対し、誉で　　よ鴨　曇　一　　カード　　　（発’康管理、発症時の発熱相談セン^ーへの連絡を周知徹底）症した場合には一般の医療機関を受診す驍謔､周知徹底）査墨斑は、原則、PCR・’v速診断キットで陽性等の場盒ﾉP　R■ずエマスク藩用等を行った上で1塵費’@　　　　　　eE冨一　　　　　　　・　　のPCR検査の　　　　　　　　　　の目ム、・結果判明まで有心者は匿療機三PCR検査を実施し、日　の日ム　　　へ覧し　　・　　の呂訟　’・　　　　　　　・　べ　　　　　　こ・上記有症者以外の石一　　の　につい濃厚接触ﾒの健康ﾄ視曜態　自囲　　　　　　ブースに艶　　　　　　　　　　　　　10：⊆、当該自治体に盤騰供5．更なる変化に備えて○秋冬に向けて、患者数が大きく増加した場合の準備ととも　に、対応の更なる検討が必要。具体的には…Ω＿一2盤→重症者に限定した入院医療の提供などΩ＿圭ヒ＝塑　　　　　　　・　→・感染拡大の早期探知の取組を停止　　・定点医療機関における発生動向の把握等に特恵　　・病原体サーベイランスにより病原性・薬剤耐性変化を把握○ウイルスの性状変化により病原性の増大や薬剤耐性の獲得　が生じた場合太運用指針の見直しを検討09−06−1911D：33AMl厚生労働省　医政局　看護課；03359igO73＃10／18平成21年6月19’日厚　生　労　働　省医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（改定版）1．基本的考え方　平成21年5．月22日付け厚生労働省「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」について、諸外国の患者発生状況、これまでの我方1国の患者発生状況等にかんがみ、以下のように改定する。（諸外国の患者発生状況）　今回の新型インフルエンザ（A／HlN1。以下同じ。）については、現在においても感染者数は増加しており、特にこれから冬を迎える南半球において増加が著しい。平成21年β月12日（日本時間）、世界保健機関（WHO）は感染状況について異なる複数の地域（大陸）の国にお’いて地域（コミュニティ）での持続的な感染が認められるとして、2009年改訂ガイドラインに基づくWHOフェーズ分類を6とし、世界的なまん延状況にあると宣言した。そQ上で、WHOは加盟国に対し、引き続き警戒を求めるとともに、社会経済的混乱を招かないよう各国の状況に応じて柔軟に対応することを求めている。（我が国の患者発生状況と今後の見通し）　我が国における感染の状況については、一部地域において、海外渡航歴のある者が端緒となる散発事例と学校における集団発生事例、さらにこれ以外にも散発事例がいくつかの都道府県で見られている。これらの事例について感染拡大防止のための調査や健康観察などを行っている。　しかし、外国との交通が制限ざれていないことや南半球をはじめとする諸外国での感染状況の推移を見ると、海外からの感染者の流入を止めることはできず、今後とも、我が国においても、患者発生が続くと考えられる。さらに、一部に原因溺特定できない散発事例が発生していることを見ると、秋冬に向けて、いつ全国的かつ大規模な患者の増加を見てもおかしくない状況であると考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　109−06−19：10：33AM；厚生労働書　医政局看護課；0335919073＃｝1／18　今回の新型インフルエンザの特性として、基礎疾患を有する者等は重症化の可能性が高いとの報告がある。今後、患者数の増加に伴い、基礎疾患のある者で重症患者が増加する可能性があり、これに対応しなければならない。（基本的考え方）　新型インフル土ンザについては、現在の感染状況を見ると、感染拡大防止措置による患者の発生をゼロにするための封じ込め対応は、既に現時点では困難な状況である。　したがって、秋冬に向けて国内での患者数の大幅な増加が起こりうる・という観点に立ちつつ、患者数の急激で大規模な増勿をできるだけ抑制・緩和することにより社会活動の停滞や医療供給への影響を低減させる。また、ほζんどの者は軽症のまま回復しているが、一部の基礎疾患を有する者等は重症化することが分かっている。したがって、軽症の人が自宅療養を行うこと等により、患者数の増加に伴い増えると考えられる医療機関の負担を可能な限り減らし、重症患者に対する適切な医療を提供することを月指すことが必要である。　また、患者の把握についても、個々の発生例ではなく、患者数の大幅な増加の端緒となる：事例や全国的な傾向を的確かつ速やかに探知し、対策につなげていくことが必要である。　さらに、患者数の急激で大規模な増加を見てから、対策の変更を講じることは、現揚の混乱を引き起こしかねない。現時点を、感染拡大防止措置により患者の増加を抑制しつつ、秋冬の事態に対応するための準備の期間と位置付け、仮に患者が急増した場合でも、社会的な混乱が最小限となるよう体制を整えていくことが必要である。　このような観点から、以下の考え方に基づき、2以下に述べる対策を速やかに講じるものとする。�@　重症患者数の増加に対応できる病床の確保と重症患者の救命を最　優先とする医療提供体制の整備�A　院内感染対策の徹底等による基礎疾患を有する者等の感染防止対　策の強化209−06−19；10：33AM；厚生労働省　医政局看護課；03359igO73＃12／↑8�B　感染拡大及びウイルスの性状の変化を可能な限り早期に探知する　サーベイランスの着実な実施�C感染の急速な拡大と大規模かっ一斉の流行を抑制・緩和するため　の公衆衛生対策の効果的な実施　なお、これまでは感染者・患者の発生した地域を大きく「感染の初期、患者発生が少数であ臥感染拡大防止に努めるべき地域」と「急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域」の2つのグループに分けて指針の運用を行ってきたが、このグループ分けを廃止する。2。地域における対応について（1）発生患者と濃厚接触者への対応�@　患者　原則として患者・（患者と疑われる者を含む。）については、医師の指示等に従い、入院措置ではなく、新たな感染者をできるだけ増やさないよう、外出を自粛し、自宅において療養する。なお、感染拡大のおそれがある場合などについては必要に応じて入院させることも可能とする。　基礎疾患を有する者等＊に対しては、早期から抗インフルエンザウイル．ス薬の投与を行う。そのうち、重症化するおそれがある者については優先的にPCR検査を実施し、必要に応じ入院治療を行う。なお、医師の判断に資するため、厚生労働省において、医療従事者に対して、随時、最新の科学的知見等を憎報提供することとする。�A濃厚接触者　患者の濃厚接触者に対しては、都道府県等は、外出自粛など感染拡大防止行動の重要性をよく説明し協力を求めるとともに、一定期間に発熱等の症状が出現した場合、保健所への連絡を要請する。学校等の集団に属する者であって、複数の患者が確認された揚言は、必要に応じ積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を特定する。309−06−19：1e：33AM：厚生労働省　医政局　看護譲；0335919073＃13／18　基礎疾患を有する者等で感染を強く疑われる場合については、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を医師の判断により行う。さらに、医療従事者や初動対処要員等のうち基礎疾患を有する者については、それらの者がウイルスに暴露した血合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う。その上で、感染した可能性が高くない場合には、職務の継続を可能とする。＊　基礎疾患を有する者等：新型インフルエンザに罹患することで重症化するリスクが高いと考えられている者をいう。通常のインフルエンザでの経験に加え、今回の新型インフルエンザについての海外の知見　により、以下の者が該当すると考えられる。　妊婦、幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・代謝性疾患（糖尿病等）・腎機能瞳害・免疫機能不全（ステロイド全身投与等）等を有しており治療経過や管理の状況等を勘案して医師により重症化へのリスクが高いと判断される者等。（2）医療体制　発熱相談センターは、受診する医療機関が分からない人への適切な医療機関の紹介、自宅療養している患者への相談対応等、’電話による比島提供を行う。具体的な発熱相談センターの運用については、地域住民がどのような情報を必要としているか等に応じて都道府高等において決定する。　外来部門においては、今後の患者数の増加に対応するために、現在、発熱外来を行っている医療機関のみならず、原則として全ての一般医療機関においても患者の診療を行う。その際、発熱患者とその他の患者について医療圏関内の受診待ちの区域を分ける、診療時間を分けるなど発熱外来機能を持たせるよう最大の注意を払う。特に、基礎疾患を有する者等へ感染が及ばないよう十分な感染防止措置を講ずる。また、公共施設、屋外テント等の医療機関以外のところに外来を設置する必要性は、都道府県等が地域の特性に応じて検討する。　入院については、原則として実施せず自宅療養とするが、重症患者については、感染症指定医療機関以外の一般入院医療機関においても入院を受け入れる。その血合も、医療機関は院内感染防止に配慮した病床の利用に努める。都道府県は、地域の実情に応じて病床を確保する。4eg−0δ一19110：33湾屠：厚生強動省　医政局看護課10335919073＃14／18　都道府県は、特に新型インフルエンザに感染した際のリスクが高いと考えられる者を守るため、都道府県の判断により発熱患者の診療を原則’行わない医療機関（例えば透析病院、がん専門病院、産科病院等）を定めることができる。（3）学校・保育施設等　学校・保育施設等で患者が発生した場合、当該学校・保育施設等の児童・生徒等を感染から守るために、都道府県等は、当該学校・保育施設等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請する。　なお、感染拡大防止のため特に必要であると判断した揚合、都道府県等は、患者が発生していない学校，・保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行うことは可能である6大学に対しては、都道府県等は、必要に応じ、休業も含め、でき．る限り感染拡大の速度を遅らせるための運営方法の工夫を要請する。3．サーベイランスの着実な実施（1）感染拡大の早期探知新型インフルエンザの集団における患者発生を可能な限り早期に探知し、感染の急速な拡大や大規模な流行への発展の回避を図る。　このため、保健所は、全ての患者（疑い患者を含む）を把握するのではなく、放置すれば大規模な流行を生じる可能性のある学校等の集団に属する者について、重点的に把握を行う。・また、同一集団内で続発する患者についても把握を行う。この変更に当たっては、円滑な移行期間を経て、速やかに実施する。　地方衛生研究所は、これらの疑い患者の一部からの検体に対し、確認検査を実施し、新型インフルエンザと確定した場合には、医師は、保健所への届出を行う。　あわせて、保健所においては、従来から学校等におけるインフルエンザの集団発生につながる出席停止や臨時休業の状況を把握しているが、今後は、より迅速に把握する。509−06−19：10：33AM；厚生労働省　医政局　看護課；0335919073＃15／18　都道府県等では、これらの結果等を国へ報告するとともに、患者への対応、濃厚接触者への対応等を含め、必要な感染拡大防止対策を実施する。（2）重症化及びウイルスの性状変化の監視　入院した重症患者の数を把握するとともに、予め定められた病原体定点医療機関からインフルエンザ患者の検体提出を受け、地方衛生研究所及び国立感染症研究所において、病原性や薬剤耐性など、ウイルスの性状変化に対する監視を実施する。　その結果、性状の変化が見られた場合には、その結果を公衆衛生面、医療面等における対応べ的確に反映させる。（3）インフルエンザ全体の発生動向の的確な把握　予め定められた定点医療機関・におけるインフルエンザ患者の発生状況の保健所への報告に基づき、インフルエンザ全体の発生動向を的確に把握し、医療関係者や国民へ情報提供する。4．検疫　現状では既に世界的なまん延状況にあるとの認識の下、今後の検疫の方針を入国者全員への十分な注意喚起と国内対策の変更に応じた運用へ転換する。　全入国者に対して、検疫ブLスの前で呼びかけを行う’とともに、新型インフルエンザに関する注意を記載した健康カードを配布し、個人としての感染予防に留意するよう周知するとともに、発症した揚合には医療機関を受診するようさらに周知徹底する。　有症者の把握については、事前通報があった揚合の状況に応じて、機内検疫を継続実施するほか、機内アナウンスの強化等による自己申告への協力依頼を継続する。　検疫で判明した有症者（同一旅程の集団から複数の有症者が認められた場合を除く）については、原則、新型インフルエンザのPCR検査を609−e6−19」0：33AM；厚生労働省　医蔵局　看護課：0335919073＃16／18行わず、症状に応じたマスク着用や可能な限り公共交通機関を使わないなどにより帰宅，（自宅療養）させる。　同一旅程の集団から複数の有症者が認められた揚合には、検疫所において確認のため新型インフルエンザのPCR検査を実施し、陽性の場合には本人に連絡し医療機関受診を勧める。この揚合、当該同一旅程の他の者については、住所地等を確認の上、都道府県等に対して、情報提供を行う。都道府県等は、この者に対し、外出自粛など感染拡大防止行動，の重要性をよく説明し協力を求めるとともに、一定期間に発熱等の症状が出現した場合、保健所への連絡を要請する。5．更なる変化に備えて秋冬に向けて起こりうる国内の患者数の大幅な増加に対応する準備とともに、実際に、患者数が大きく増加したときの適切かつ迅速な対応をさらに検討していくことが必要である。　特に入院医療について、患者が適切な医療を受けられない事態を回避するため、より：重症者に限定した入院医療の提供など具体的な対策を検討し明らかにしていく必要がある。　サーベイランスについては、感染拡大の早期探知の取組を停止レ、定点医療機関における発生動向の把握等に特化するとともに、病原性や薬剤耐性などの変化を見るため病原体サーベイランスを継続するな’ど、状況に応じた対応を行う。　また、ウイルスの性状に変化が見られ、病原性の増大や薬剤耐性の獲得が生じた場合は、本運用指針の見直しを検討する。7一8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。竃葺ゆ“呼欄ゆ士穐〃u毫当設る輩eKミ発盤当曇v巽論霊灘・孝「p曜萱羨ゆ葭藁＃9190731o3θ9−06−19：1ε：33AM3厚生労1動省　医匿史肩｝看護護　　　　　　　　　　　．荘灘膨聾17噛営盛舞趣｛一言畿姻汐迎握坦、弱一国e蛭e騨轟−匡謹剃．ゆ£譲栂魯蝋躍脳鮨圏．慧Φ鰹e坦哩．」蝟脳日置雌埋り」．鍾皿螂喫嶋ゆ£醜委醤雑e掻渥忠画面耀e囲貨一重O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ゆ�i杓（照儲騨佃》卸蛭．二に伽勾曇旺翼“Kレ，2懐U藤西。二“遣馬鐸超匡O匡e塾＾Hミhハヤ副漏．罷踏．竃屋玉作O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。墨髭e趨律．姻椰網爆邸¢管9梗”騨肇e謙狽舞O　　　。皐霞い蝿ゆ稿鼻取榊鷹9韻圏睡眠国君ゆ唄駅．領儀払一拭騒型，←一る旨珪P握K一、爆錨U一静口く荊O　　　　　　　　　　　　　　　　．部塀ぐ優剛翼9懐U一團耐e照擢瓦葺、覆螂傾蝦骨二十eぐ蝦鯛脇田く．裡穏響螺eζよハ老母霰喉．嘱弔謬里諺啓三巴蝦創”5雲譲諌e郭観謹脾憂事e迎e申．　　　　　　。3剛一9護下潮り駆蟹盗掘簾e笹島�r．賑楓暫さ緕ほ｝弓夢自照e齪皿ヨ電”都春材肚嘱．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，剛整樋匪墓釦一陣．嚢躯罫轟」留課椒騨頗O（．0に砲“郭＆嶺5懐11蕾お．幅駈引ゆ’3費和三角11写るρ欝．レニ紹”扉頃e握騒蝿、」翼翼※》儲鎧民一、O燃超「　　　　　　　　　　　　　　　　　．噸醍昭慢罵醤姐鴛e恥λHミhハヤ副5、」邑　題伽κハいやて一恥e争ハ屋、hハヤ坦壇聯，塑脈駅田彬帽翻配O」9仰ゆ紀る舗週e婁　徽．O農．赫£譲V墾q巽鰻e司岬韻レニ紹　17一鮎婁鯉姻猷事ハHミhハヤ副軍．雌出↑O縛3P∂朝囎築艇顧一馳K匿いヤて［争　　　　　　　　　　　　　　　　　　．鑑臨榊艦　　　　　　　　，He坦百日陵e£翼ゆ割’9輔禦↑コK6限盤轟KO　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　．絡ま壇盟P躍犀e齢糊制竃．愈輩」州熈V輪婆躯艇”胎縄蝿榔睡・郭昏O　　　　　　　　　　　　　　　　．駈零細艦He燗杓珊引回S分轟二雪董為襲膿”終艦O　　　。慨臨知鰍＆雷懸15一肢騒u｝醤朝岨二曲盤“瑳眺。【鉱鰯出口e塔屋訂”匝級一〕5闘榊鰻雌壇甑eP罷制e帳類嶺．電制鯉区臆一　e犀后凶長。レ9恨ロ爵噛”�l縄蝿露唯・鎧塾O　　　　　．　　　　　　　　　　　　じ猛禽い弓岬転得Hや蝦賛葭e£ぺゆわ心制雷撃−郭Ke鰻盤…番蕉〇一　　　　　．磯麓α厩臨e縦翌翌韻eP跡年並鯵堅嶺複駐．艇婁岬給賓闘壇u嗣燦．£遵e“譲X繍戯轡娠　　　　　　　　　　．整臨襯難ま雀樋5煙昌踏，軸一騒些儲捜轟、如鐸喫」到猷喚騨噌“藷鯛躯唖・舞O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。賦蟹選膿e奮製e和麗書筐甲レ玉藍”一酉燦題一開岱ぺO　　　　　．鱒坦e凝勾曇ゆ←一更峯匡酒量・琳　ロくe仲顧bハHミヘハや劇礼肥藍島e継一“嶺云O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。器鳴虫吋U“噂粥舗眠三三e確過、”目口回転縄三脚鯉口e勇奮譲娯，ψV二二U一匪覇磁凶G議−辱埋薗煙寂O　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　。訟賦網田雷綴謝目縁欄弓長．驚卑P醤騨昆1“ハや目隠範螺．誕9姐螂ぺ轟ゆ眠る郭三三事λHミへ＾ヤO蘂詮・嶺幽　。腰蓑直小．如罫二櫨る製缶に誓事　　　　　　”雑賦脇駅竃高野厚綿韮圏O。屡騒優軍，坤班握臣、二一臨e紐重量窯　　　　　　　　　　　　　　”裾団坐殴偏O．醸腿．怒KSぐ斜向耳駈圏殻築側韻機明�i腱O講鐡．避目当懐−一一睾鰍e鍾，ト卸t酷いーム、暴伽讐要（暴e霊寒認｝萎醤甚御尋》（瓢も至論�i煙、憂皐銀甲》聾薯垂耳K岨銀眼（二掴雑曇盆爵誤e擬釈朝隆韻痢e奄喫e録躍・冨見eに蠣襟−剛饗司起胡鐘遡e懸纈＠　紹三目蝋寮eKハいやぜ1事e£翼e畢才藻酔eヨ裾eお盟eKミヤ心旨劇K蟄誤田◎　　　　　日日e口口引燈銀漏e験潔卜縮細礎悩鰹割ゆ弓−一一騨煙覇e籔寂銀盤琶輩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「罎矧S漏日誌里噺圏8蝦園畷為壱癒揮韻値削，瞳書屋鰻ゆ軸P煙梁”一具碧e療衡顧憾糊e■　　　　　　　　　　　引目e翠U煽e触確ゆ目尻姻舶目零期，11一茜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　召雀S《醤ゆ廿Φ柑e鎌8呂枳疫吋欄蜘（嶺×志罪旺蝦七長田Oア粘り滑一浄罪時）　製　　沓（ロ一）菰聚曜暇士なロNN興ゆ計F則燧陣り（臨軽e製倦）志聰旺混用極署羅裾臨e蝋色覆審e誹麗緩に眠、鰹卦．環鱗．迷鯉e燃圏

